


































 

令和７年度 障がい者の生涯学習支援体制構築モデル事業 in 渡島 
ウェル活・ともに学ぶプロジェクト 
「ウェル活しませんか？」 開催要項 

 
１ 趣  旨   障がい者の生涯学習推進に向け、障がいの有無にかかわらずスポーツや芸術、調理活動等

に取り組む楽しさを体験することを通じて、生徒の在学中からの生涯学習についての具体的
なイメージづくりを図り、障がいの有無にかかわらない社会参加や活躍の場づくりの機会と
するとともに、障がい者の学びを支援する人材育成の基盤とする。 

 
２ 主  催  北海道教育委員会 
 
３ 日  時  令和７年９月５日（金）～11月10日（月） 
 
４ 会  場  北海道函館高等支援学校（〒041-0802 北海道函館市石川町181-8） 
 
５ 対  象  北海道函館高等支援学校生徒及び教職員、北海道函館高等支援学校学校運営協議会委員、HKS

サポーターズ、市町及び市町教育委員会職員、北海道渡島総合振興局職員、北海道教育大学
函館校関係者、障がい者当事者団体、障がい者福祉に関心のある地域住民等 

 
６ 内容及び日程 
(1) パンづくり講座見学会（講師：株式会社キングベーク） 
９月５日（金） ８:35～12:55 
８:15    ８:35        ８:55                           12:35     12:55 

 
 
 
 
(2) ゴスペル体験会（講師：ゴスペルクワイアＭＳＣ） 
９月８日（月）、10月６日（月）、11月10日（月） ９:30～11:00 
９:10    ９:30        ９:50                           10:40     11:00 

 
 
 
 
(3) 車椅子バスケットボール体験会（講師：Harder’s函館元町ライオンズ車椅子バスケットボールクラブ） 
 ９月17日（水） 13:10～15:30  
 12:50   13:10       13:25                            15:10     15:30  
 
 
 

 
７ 申  込  右の申込みフォームから申込みいただくか、別紙申込み書を 

下記申込み先あてメールまたはFAXでご提出ください。 
※申込み締切：各体験会・見学会の前日の13時まで  

 
 
８ そ の 他 
 ・上靴を持参し、車椅子バスケットボール体験会に参加される方は、動きやすい服装でお越しください。 
 ・パンづくりは衛生管理上、生徒のみの体験とします。参加者の方は見学のみです。御了承ください。 
 
９ 申込・問合せ先 
 北海道教育庁渡島教育局教育支援課社会教育指導班 担当：松 田 夕 紀  
電  話：0138-47-9586  FAX：0138-47-9216 

 メール：matsuda.yuki@pref.hokkaido.lg.jp 
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【 https://cloud.harp.asp.lgwan.jp/id=C7u61lcb 】 



障害のある方の学びの体制を構築するために 

 

【共に学び、生きる共生社会の実現に向けて】 

障害のある方の多くは、学校卒業後も、学ぶ意欲はあるもの 

の、身近な地域に学ぶ場が十分ではありません。 

また、社会の一員として、学んだことや得意なことを地域の中

で生かしたくても、周囲の理解が得られず、その機会が不十分だ

と感じた経験をした方も多いようです。 

社会教育主事や社会教育施設のスタッフなど、社会教育に携 

わる皆様には、「誰一人取り残すことなく、すべての人に必要 

な学びの機会を提供する」ことの重要性を認識していただき、地域の教育資源や人材を最大限に

生かした、多様な学びの機会を広げていくことが求められています。 

 

【新たに取組を開始する上での５つの視点】 
道教委では、教育・医療・福祉など多様な専門分野の団体から協力を得て、有識者によって

構成される会議を開催し、全道各地の現状と課題を整理するとともに、今後の方策について協

議を積み重ねてきました。その中では、これまで取組を行ってきた地域で、障害のある方も参

加できる学びの機会を継続するだけでなく、新たに活動を開始した地域の取組を定着・発展さ

せ、持続していくことの重要性が確認されました。 

また、市町村教育委員会や社会教育施設が、学びの支援体制を構築する上で特に重視すべき

ことについても協議を行いました。本リーフレットでは、その内容を“５つの視点”にまとめ、

具体的な実践も交えて紹介します。 

 

視点１ 既存の事業や取組を再評価し、アレンジする 

令和５年度「障害者の生涯学習支援体制構築モデル事業」地域連携コンソーシアム会議から 

多くの市町村教育委員会や社会教育施設においては、専門的な知識を持つスタッフが

少ない中で、新たな取組を行うことに高いハードルを感じるかもしれません。 

また、これまでの取組をふりかえり、「自分のマチや施設ではほとんど取組を行えて

いないし、できるのかな？」と消極的になる場合もあるようです。 

会議では、「各地の社会教育実践の中には、担当者が気付いていないだけで、優れた

内容も多くあり、既存の取組を生かす視点も必要である」との意見が出されました。 

●主催事業や施設の受入について再評価を行い、その上で既存の事業の内容を充実 

したり、アレンジを加える 

●既に取組を行う福祉や医療の団体から助言を得たり、共に事業内容を考える 



視点２ 障害の有無に関わらず、参加できる事業構成にする 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点３ 学びの現状を把握し、主体的な学びを保障する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学びを充実させるためには、学習者本人の主

体性を引き出すことが重要です。 

また、生涯学習の理念を考えた場合、障害の

ある方が受講者になるだけでなく、学習の企画

から実施まで継続的に関わることも意義深いこ

ととなります。 

そのため、事業担当者等は、学習参加者の学

びのニーズを把握したり、講座を提供する際の

配慮の在り方について十分理解を深めることが

大切です。 

●医療・福祉の関係者へヒアリングを行う 

 ●特別支援学校や福祉施設で行われる活動 

の様子を実際に見学する 

 ●障害のある方が参加するボッチャなどの 

スポーツ大会に参加や視察する 

「障害者の生涯学習」と聞くと、障害のある

方に向けて新たな講座を実施しなくてはいけな

いと考える方が多いようですが、共生社会実現

のためには、障害のあるなしにかかわらず、誰

もが参加できる事業を増やすことが望まれてい

ます。各地の実践を見ると、次のような工夫が

されています。 

●「食」「スポーツ」「文化交流」など、学 

 びのハードルが比較的低く、誰もが参加 

しやすいテーマを設ける 

●募集チラシに、「障害者のための」「障害 

 者に向けて」と記載されると抵抗を感じ 

る方もいるため、「誰もが」「共に」「ど 

なたでも」等の記載を行う 

アイヌ文化を学ぶバスツアー 
 （医療法人稲生会「みらいつくり大学」） 

「オンラインで継続してきたアイヌ語講

座の参加者からの「皆で集って学びたい」

という要望を受けて実施した取組です。 

準備段階から、障害の有無に関わらず、

様々な人たちで話し合いを重ねて実施す

ることができました。 

本ツアー以外の定期的に開催している

講座についても、受講するだけでなく、企

画会議などの「場づくり」にも参画できる

よう工夫をし、 

障害のある方 

の主体的な学 

びを保障する 

ようにしてい 

ます。」 

【特別支援学校の先生からのご意見】 

社会教育施設などで校外学習を行う場合には、トイレやオムツの交換場所の有無を

確認しています。再調理することもあるため、電源や水道の位置も確認するようにし

ています。可能であれば、施設のホームページやリーフレットにそのような情報を掲

載していただけると、利用へのハードルが下がるので助かります。 

わがまち食材をＧｅｔ＆Ｅａｔ 
（真狩村教育委員会など） 

「地域の基幹産業である農業と食をテー

マに、ジャガイモやニンジンなどの収穫体

験や、ポテトピザを調理する体験などに取

り組む講座を催しました。 

障害のある方にとって、身近で関心のあ

るテーマを設定したことで、講座参加への

ハードルを下げることができました。 

様々な体験 

活動や交流活 

動に意欲的に 

参加する姿が 

見られました。 



視点４ 学びへのハードルを下げる工夫を行う 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

視点５ 当事者や家族の意見を生かした配慮を行う 

 

【持続的な取組にするために】 
誰もが、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会

を実現することが、自分たちの解決すべき課題であることについ

て、地域からの理解を得られないと、取組が一過性に終わり、持

続性が失われてしまう可能性が指摘されました。 

各市町村では、障害のある方の学びのニーズや課題等を調査・

把握し、各種計画等に位置付け、施策を着実に推進することが重

要です。社会教育施設においても、施設の運営計画や業務マニュアルに受入体制や配慮事項を

定めておくことも、受け入れ体制を整えるためには大切なことです。 

お手軽なアート作品に挑戦しよう 
（小清水町教育委員会など） 

「余暇活動の幅をひろげるため、障害の有無

に関わらず参加できるカラフルボトル作りや

ハンカチのインク染め講座を行いました。 

開催に当たり、障害のある方と日常的に関

わりをもつ、町の社会福祉協議会の担当者に、

企画・立案、参加者集約、当日の活動支援に

携わっていただきました。 

障害のある方のニーズや、配慮すべき情報

を事前に講師と共 

有をすることで、 

講座参加者が安心 

して活動に取り組 

む環境を整えるこ 

とができました。」 

障害のある方やそのご家族に聞くと、「興味

はあっても、運営者や他の参加者に迷惑を掛

けてしまうのではないか」と不安になり、講

座への参加を控えるケースも多いようです。 

参加された方に聞くと、実際に事業に参加

したことのある方の体験談を参考にしたり、

知人や支援者など関わりのある方が一緒に参

加することで、学びへのハードルが大きく下

がることが紹介されました。 

●障害のある方と日常的なつながりを持つ 

方の協力を得て実施する 

●広報チラシに、具体的な体験内容や事業 

の際の配慮を示す 

 ●家族など支援者も参加やすい、日程・場 

所・内容を設定する 

障害のある方が、講座等に参加することが決まった場合には、学びや活動を制限する障

壁（バリア）を取り除くための配慮（合理的配慮）を提供することが求められます。 

合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なりますが、ご本人

やご家族との“対話”を重ね、個々の場面ごとに柔軟な対応を検討して、学びの障壁を取

り除くことや、学習や交流に対する意欲を引き出すことが重要です。 

●障害のある方と担当者が、「建設的対話」を通じて相互理解を深める 

●学びや活動を制限している障壁（バリア）を取り除くため、対応案を共に検討する 

（建設的対話を一方的に拒むことは、義務違反となる可能性もあります） 



社会教育施設で受入体制を整えるために 
  

障害の有無にかかわらず、交流する機会や共に学ぶ機会を広く整備していくためには、施設・

設備、主催事業、運営等について、合理的配慮の観点から見直しを行うようにしてください。 

 

 

【取組に対する道教委の支援】 
道教委では、道内各地の現状と課題を踏まえ、“障害者の学びを支援する人材の養成”や“モ

デルプログラムの開発”に加え、“市町村の新たな取組へスタートアップ支援”も実施していま

す。取組を開始する場合や既存の取組を拡充する場合には、お近くの教育局にご連絡ください。 

 

 

 
 

【発 行】北海道教育庁生涯学習推進局社会教育課    

電 話：011－204－5994  

メール：kyoiku.seigaku1@pref.hokkaio.lg.jp 

【施設・設備】 

□廊下や通路に歩行の障害になるような物を置かない 

□障害者用駐車場を設ける 

□施設内の案内にルビを付けたり、表示を大きくする 

□拡大鏡、老眼鏡、筆談ボードを用意する 
 

【主催事業】 

□障害を理由に参加を断らない 

□障害のある方が個人で参加できる（家族等の同伴を求めていない） 

□希望により、手話通訳・要約筆記・展示資料を付ける 

□希望により、点字資料・テキストデータ・大きな文字の資料を準備する 

 

【運営】 

□相談があった場合、前向きに利用を保障しようとする 

□地域の障害者団体と連携した活動を行ったり、意見を聞く 

□障害のある方の学びに関する、運営方針や計画などを定めている 

□合理的配慮に関する担当者を決めている 

□職員を対象とした、障害のある方の学びに関する研修機会を設ける 
 

【その他】 

□障害者手帳の有無に関係なく、障害者サービスの登録・利用ができる 

□アクセシブルな施設ホームページの作成に留意する 



 

    について知っていますか？ 
 

性の多様性に関する周囲の理解不足や環境が整えられていな

いことなどを理由に、児童や生徒が偏見の目を向けられたり、嫌

がらせや差別的な扱いを受けたりすることがあります。 

誰もが自分らしく生きることができる社会の実現に向けて、性

の多様性について、一緒に理解を深めていきましょう。 

 

困ったり、傷ついたりしている子どもたち 
 

“こころの性”は女性なの

に、なぜ、“からだの性”は

男性なんだろう？ 

 

“こころの性”は男性なの

で、修学旅行で女の子と一

緒の部屋は恥ずかしい。 

 

男の子も女の子も好きに

なるのだけれども、おかし

いことなのかな？ 

友達は好きな人の話をして

いるけれど、恋愛感情を抱か

ない私はおかしいの？ 

性に関する悩みを家族に

伝えたいけれど、どんなこ

とを言われるかなぁ？ 

周囲から、「嫌なこと」を言

われるので、学校に行きた

くない。 

 

調査時期や調査対象、集計方法によって差はありますが、いわゆる「性的マイノリティ（性的

少数者）」に該当する人の割合は、民間を含む各種調査で全人口の 1.6％～10.0％という結果が

発表されております。 

周囲の無理解、差別や偏見を恐れて、自身の性のあり方について、友達や先生だけでなく、家

族にも打ち明けられないケースがあります。身の回りに「性的マイノリティ」に該当する人がい

ないと思っていても、それは、あなた自身が気付いていないだけかもしれません。 



性のあり方は多様です       ＬＧＢＴとは？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

もし、お子さんに打ち明けられた場合には？ 
 
性に関する悩みや困りごとは、たとえ家族であっても相談しづらいも 

のです。もし、お子さんから相談を受けた場合には、勇気を出して伝え 

てくれたことに感謝を伝え、否定せずにしっかりと話を聞いてあげてく 

ださい。その際に大切なことは、なぜ打ち明けてくれたのか、具体的に 

どのようなことを望んでいるのか、本人の気持ちを聞き、寄り添うこと 

です。また、各種相談窓口や学校等に相談される際には、必ずお子さん 

本人からの了解を得た上で行いましょう。 

 

多様な性に関する相談窓口は？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

発行 北海道教育庁生涯学習推進局社会教育課 〒060-8544 札幌市中央区北３条西７丁目 TEL：011-204-5994 

            

 

 

 

生まれたときに割

り当てられた性別 

性自認 

戸籍に記載された性別。「生
物学的な性」「からだの性」 

自分がどの性別であるかの
認識。「こころの性」 

性的指向 
恋愛感情や性的な関心につ
いての指向。異性、同性、
男女両方に向かうなど多様 

性表現 
言葉遣いや服装、しぐさ等
自分自身がどのように性別
を表現するかという概念 

性というと、男性・女性のどちらかを思い

浮かべる人が多いかもしれませんが、性のあ

り方は、「生まれたときに割り当てられた性

別」「性自認」「性的指向」「性表現」の４つ

の要素で考えることが大切です。 

LGBT とは、以下の英語の頭文字をとった

言葉です。その他のセクシュアリティを含め

て、LGBTs や LGBTQ などと表現される場

合もあります。 

■子ども相談支援センター 

℡0120-3882-56 

・フリーダイヤル 

・24 時間対応 

・来所相談は要予約 

            

 

 

 

■北海道HP「LGBT等に関すること」 

多様な性についての情報や 

左記以外の相談窓口について 

は、北海道のホームページで 

ご確認ください。 

 
同性を好きになる女性 
 
 
 
同性を好きになる男性 
 
 
異性を好きになることもあれ
ば、同性を好きになることもあ
る人 
 
からだの性とこころの性（性自
認）が異なる人 
 
 
恋愛や性的な感情を誰に対して
も抱かない人 
 
こころの性（性自認）を男性、女
性のどちらでもないと感じてい
る人 
 
自分のこころの性（性自認）、性
的指向が分からない、明確にし
ない、決めたくない人 

 

L esbian 

 

G ay 

 
B isexual 

 
T ransgender 

 

A sexual 
 

X gender 

 

Q uestioning 

レズビアン 

 

 

 
 

ゲイ 

 

 

 

バイセクシャル 

 

 

 

トランスジェンダー 

 

 

 

アセクシャル 

 

 

 

エックスジェンダー 
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北海道教育委員会

〈注〉あくまでも参考として示しているものであり、地域や子どもの実態に応じて時間の目安を設定することが大切です。

1日の生活のバランスを考え、
時間の目安を決めましょう！

睡眠

6:30

21:30

8:00
15:30

17:00

18:00

19:30

学校

小学校５年生の平日における生活時間の例（睡眠時間を９時間で設定）

１

Webページは
こちら

時間の目安を決めて
子どもの生活リズムを整える！
○ 夢や目標を実現し、自立して生きていくためには、望ましい生活習慣や学習習慣を

身に付けることが大切です。

○ 時間の目安や目標を決め、何を優先して取り組むか、子どもと話し合ってみませんか。

時間の目安を決めて
子どもの生活リズムを整える！
○ 夢や目標を実現し、自立して生きていくためには、望ましい生活習慣や学習習慣を

身に付けることが大切です。

○ 時間の目安や目標を決め、何を優先して取り組むか、子どもと話し合ってみませんか。

学習時間

平日、授業時間以外に学習する時間（宿題、家庭学
習、学習塾、家庭教師などを含む）の目安です。
発達の段階に応じて無理なく学習時間を増やしてい

く工夫をしましょう。

【小学生】第１学年＝ 20分以上 第２学年＝30分以上
第３学年＝ 40分以上 第４学年＝50分以上
第５学年＝ 60分以上 第６学年＝70分以上

運動時間

体育の授業以外で運動する時間の目安です。
スポーツはもちろん、スポーツ以外の様々な運動や

家庭での手伝いなどを取り入れ、「１日60分」以上の
運動時間を確保しましょう。

1日60分以上

読書時間

家庭や図書館で読書をする時間の目安です。
読書の量を増やすだけでなく、読書の幅を広げ、質

を高めることにも配慮し、１日１０分の読書をきっかけ
に、「１０分＋α」の読書習慣を身に付けましょう。

まずは１日10分以上

学習以外でメディアに触れる時間

平日、学習以外でメディア等に触れる限度としての
時間の目安です。
時間はもちろん、メディア等の使い方についても家

庭での約束を決めて、十分な学習時間や睡眠時間な
どを確保しましょう。

１日合計２時間以内

（テレビやゲーム、スマートフォンでのSNSや動画視聴など）

１日の生活について振り返り、帰宅してから寝るまでの限られた
時間を適切に過ごすことができるよう、学習、運動、読書、睡眠、テレビ
やゲームなどに使う時間の目安を決めましょう。

学習時間については、２ページを
運動時間については、３ページを
読書時間、睡眠時間については、４ページをご覧ください。
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【令和７年度】休日、１日当たりどれくらいの時間勉強をしますか（小６）
４時間以上
３時間以上、４時間より少ない
２時間以上、３時間より少ない
１時間以上、２時間より少ない
１時間より少ない
全くしない
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8.0 

5.9 

全 国

北海道

(％)

【令和６年度】普段、１日当たりどれくらいの時間テレビゲームをしますか（小６） ４時間以上
３時間以上、４時間より少ない
２時間以上、３時間より少ない
１時間以上、２時間より少ない
１時間より少ない
全くしない

○ １日当たり１時間以上勉強している子どもの割合が全国と比べて低く、１日当たりのテレビゲームをして
いる時間の割合が全国と比べて高い傾向にあります。

1 学習習慣の定着を！
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２

家庭学習の時間が長い子どもほど、
平均正答率が高い傾向があります。

テレビゲームの時間が短い子どもほど、
平均正答率が高い傾向があります。

自ら計画を立て、やり抜く姿を見守りましょう
○ 家庭では子どもが自ら学習計画を立てて実行する中で学習意欲を向上させ、望ましい学習習慣を確立さ

せていくことが大切です。子どもが学習に取り組む姿をほめるなどして自信をもたせるとともに、最後ま
でやり抜くことの大切さを伝えましょう。

○ 本道の子どもたちは、１日の中で、テレビゲーム（コンピュータゲーム、携帯式のゲーム、携帯電話やスマー
トフォンを使ったゲームなど）をする時間が、全国の子どもたちに比べて長い傾向があります。家庭でルー
ルを作り、規則的な生活習慣を整えましょう。

子どもとルールを作りましょう

本道の子どもたちの学習習慣（令和７,６年度 全国学力・学習状況調査より）

学習習慣と平均正答率の相関（令和７,６年度 全国学力・学習状況調査より）

家族とのふれあいを通して、家庭での学習習慣を身に付けさせましょう！

① ほめる ② 見守る ③ 決める

がんばってできたこと、挑戦
したことを認めて、ほめ、子ど
ものやる気を育てましょう。

子どもが家庭学習の計画を立
て、取り組む姿を見守り、応援
して、子どもの自主性を育てま
しょう。

スマートフォンやゲームをする
時間の約束を家族と一緒に決
め、一日の時間を大切にする意
識を育てましょう。

※子どもの成長に応じたかかわり方に関する資料も掲載しています。資料はこちらから⇒



２ 運動習慣の定着を！

３

○ 体力は、健康維持のほか、意欲や気力といった精神面の充実に大きくかかわっています。
○ 体力の意義を踏まえると、運動をするための基礎となる身体的能力である「運動をするための体力」と、

体の健康を維持し、病気にならないようにするための「健康に生活するための体力」があります。
○ 地域のスポーツクラブや部活動に所属していない場合でも、運動機会を確保して、「健康に生活するため

の体力」を高める必要があります。

○ 全国、全道の児童の体育以外の１週間の総運動時間と学校の運動部や地域のスポーツクラブに「入っ
ていない」児童の体育以外の１週間の総運動時間との比較

※ＷＨＯ（世界保健機関）をはじめとして、多くに国々では「毎日、合計60分以上の中強度から高強度の身体活動を奨励しており、我が国でも、文部科学省が
幼児期運動指針の中で「身体活動の合計が60分以上」という目安を示しています。

「１日60分」以上の運動時間を確保しましょう

本道の子どもたちの運動の状況（令和６年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査より）

○ 学校の運動部や地域のスポーツクラブに「入っていない」児童は、体育授業以外の１週間の総運動
時間が60分未満である割合が高いため、家庭や地域での日常的な運動機会を確保し、生涯を通じて
健康・安全で活力ある生活を送るための基礎を培う必要があります。

運動習慣の定着に向けた取組を進めましょう！

■ 家庭で子どもと一緒に、手軽な運動を行ったり、
体力・運動能力の向上に向けた目標を立ててみ
たりするなどしながら、子どもの成長や変容を
ほめたり、認めたりしましょう。

■ 生涯を通じて健康な生活を送るための基礎を
培っていくためには、小学校時代から、生活の
中に運動を取り入れて運動習慣を定着させ、
健康的な生活習慣を形成することが大切です。

どさん子元気アップチャレンジ
「リズム運動動画 みんなでムーブ」

仲間や家族と一緒に
踊って、気持ちのよい
汗を流してみましょう！

Let's Dancing !!

踊りの動画
配信中 YouTube みんムー 検索

YouTube へ
はこちらから

ぜひ、ご家庭で子どもと一緒に生活習慣を視覚化し、理想
の生活習慣を考えてみましょう！
【日常的な運動の例】
・少年団やスポーツクラブ等で

スポーツに取り組む
・休日等に家族や友達同士で

スポーツに親しむ
・放課後や休日に散歩やジョギング、

なわとびなどを取り入れる

Webページへ
はこちらから

生活リズムチェックシート「運動習慣バージョン」

12.4

5.0 

4.8 

9.5

4.3 

4.4 

49.0

36.6 

40.3 

29.2

54.1 

50.5 

入っていない

北海道

全 国

(％)

男子

0分 60分未満 60分以上420分未満 420分以上

12.2

6.8 

7.0 

14.2

8.4 

9.0 

51.0

48.8 

55.4 

22.6

36.0 

28.5 

入っていない

北海道

全 国

(％)

女子

0分 60分未満 60分以上420分未満 420分以上



○ 子どもが健やかに成長するためには、早寝早起きの習慣や適切な睡眠時間を確保することが不可欠です。
○ 必要な睡眠時間には個人差があります。１日２４時間の中で、睡眠時間をどのくらい確保するかについて、

子どもと話し合ってみましょう。子どもが目標をもって自分自身の生活時間を設計できるよう支援すること
が大切です。

４ 適切な睡眠時間を！

３ 読書習慣の定着を！

○ 子どもの読書習慣は、日常の生活を通して形成されるものであることから、家庭での読書活動を習慣化
することが大切です。

○ １日10分の読書をきっかけに読書習慣を身に付け、少しずつ増やしていくことが望まれます。また、冊数
に着目して、「週○冊以上」、「月○冊以上」という設定を行うことも効果的です。

４

○ 1日当たり10分以上読書をしている子どもの割合が全国と比べて、小学６年生は低く、中学３年生は全
国水準並みとなっています。引き続き家庭での読書習慣の定着を図る必要があります。

家や図書館で読書する時間＝まずは１日10分以上

本道の子どもたちの読書時間（令和７年度 全国学力・学習状況調査より）

家庭での読書習慣を考えてみましょう！

□ 読書で子どもが得られるもの

□ 家族で読書する時間を

□ 家読の効能
読書は、①新しい知識や情報が得られる ②豊かな言

葉や表現を学べる ③感性が豊かになる ④想像力や空
想力が養える ⑤ 感動が味わえる などのよさがありま
す。 ～全ての学びの基盤であり、 子どもの健やかな成
長に必要です～

寝る前、夕食後、休みの日の朝食後など、時間や曜
日を決め、テレビやスマートフォン等を使ったゲーム
などから離れて、家族全員で読書をする時間を設けて
みてはいかがでしょうか。

家読により、①家族でのコミュニケーションが活発に
なる ②伝える力や新しいものを考える力を育むな
ど、子どもの成長につなげることができます。

家読の
すすめ

うち どく

生活リズムチェックシート

毎日の生活習慣づくりの取組は、一つ一つ努力して身に付けていくものです。
小さな頑張りを見逃さず、たくさんほめることで生活習慣を身に付けていくこと
ができます。「生活リズムチェックシート」をつかって毎日の生活時間を親子で
確認してみませんか。

小学生＝ 時間 分 中学生＝ 時間 分

※「生活リズムチェックシート」はWebページからダウンロードできます。 ↑Webページはこちら

家庭での読書を通して、家族のコ
ミュニケーションを図ろうという取組
で、決まったルールやスタイルはあり
ません。
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学校の授業以外に、普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、読書しますか。（小６） ２時間以上
１時間以上、２時間より少ない
30分以上、１時間より少ない
10分以上、30分より少ない
10分より少ない
全くしない
無回答
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全 国
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学校の授業以外に、普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、読書しますか。（中３） ２時間以上
１時間以上、２時間より少ない
30分以上、１時間より少ない
10分以上、30分より少ない
10分より少ない
全くしない
無回答



例１

例２

①　ふだんの、平日の１日の過ごし方を書いてみましょう

②　目標時間を決めましょう

● 時間を決めて書きましょう

③　平日の１日の過ごし方の計画を書きましょう

【1時間30分】

家庭学習(宿題)

(べんきょう・
しゅくだい)

【1時間30分】

22:0019:3015:30 17:00 18:30

睡眠

【2時間】

だんらん
・テレビ
・読書など

【9時間】

(すいみん)

睡眠

時間

17:00
(5:00)

部活動等
夕食・入浴など

(ばんごはん・
おふろなど)

【1時間】

19:00
(7:00)

18:00
(6:00)

分時間時間

(すいみん)

分

だんらん
・テレビ
・読書など

23:00
(11:00)

23:00
(11:00)

22:00
(10:00)

21:00
(9:00)

20:00
(8:00)

学校

学校

20:00
(8:00)

21:00
(9:00)

22:00
(10:00)

17:00
(5:00)

18:00
(6:00)

19:00
(7:00)

分

読書の時間
(どくしょ)

睡眠時間
(すいみん)

【2時間30分】 【8時間】

5:00

6:00 7:00

5:00

6:00 7:00

分

【9時間】

【8時間】

6:00

学校

8:00

(すいみん)

睡眠

時間 分

テレビやゲーム
などの時間

時間

学校
登
校

7:00 7:30

学習時間
(べんきょう)

運動時間
(うんどう)

5:00

朝
食

(

朝
ご
は
ん

)

睡眠

起
床

み
じ
た
く

(すいみん)

  年　組　名前                      

平日の１日の生活をふりかえってみましょう！

6:30 7:00 7:30 8:00 17:00 21:30 22:0018:00 19:3015:305:00 6:00

夕食・入浴など

(ばんごはん・
おふろなど)

【1時間30分】

起
き
る
・
み
じ
た
く

遊び・運動・読書など

(あそび・うんどう・
どくしょなど)

【1時間30分】

家庭学習(宿題)

(べんきょう・
しゅくだい)

【1時間】

朝
食

(

朝
ご
は
ん

)

登
校



例１

例２

①　ふだんの、土曜日、日曜日の１日の過ごし方を書いてみましょう

②　目標時間を決めましょう

● 時間を決めて書きましょう

③　土曜日、日曜日の１日の過ごし方の計画を書きましょう

睡眠

(すいみん)

【9時間】

だんらん
・テレビ
・読書など

睡眠

(すいみん)

【2時間】 【9時間】

5:00

分

運動時間
(うんどう)

時間 分 時間 分
テレビやゲー
ム
などの時間

読書の時間
(どくしょ)

睡眠時間
(すいみん)

分学習時間
(べんきょう)

時間 分 時間

18:00
(6:00)

19:00
(7:00)

20:00
(8:00)

21:00
(9:00)

22:00
(10:00)

12:00 13:00
(1:00)

14:00
(2:00)

15:00
(3:00)

16:00
(4:00)

17:00
(5:00)

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00

23:00
(11:00)

20:00
(8:00)

21:00
(9:00)

22:00
(10:00)

14:00
(2:00)

15:00
(3:00)

16:00
(4:00)

17:00
(5:00)

18:00
(6:00)

19:00
(7:00)

時間

5:00
23:00
(11:00)

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
(1:00)

【1時間】 【3時間】 【1時間30分】 【3時間】 【8時間】

昼
食
な
ど

家庭学習 読
書

夕食・入浴など
だんらん・テレビ
・読書など

睡眠

(べんきょう) (ばんごはん・
おふろなど)

(すいみん)

睡眠

起
床

み
じ
た
く

朝
食

(

朝
ご
は
ん

)

部活動(少年団)や習い事

(すいみん)

【8時間】 【3時間】

22:3017:30 18:00 19:3017:0012:00 13:00 14:00

家庭学習 夕食・入浴など

5:00 6:30 7:00 7:30

【1時間】

9:00

起
き
る
・
み
じ
た
く

【1時間30分】【1時間】 【1時間】 【1時間30分】

朝
食

(

朝
ご
は
ん

)

18:00 19:3016:3012:00

(べんきょう) (うんどう) (べんきょう) (ばんごはん・
おふろなど)

家庭学習
読
書

運動
昼
食
な
ど

  年　組　名前                      

土曜日、日曜日の１日の生活をふりかえってみましょう！

5:00 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 13:009:30 10:00 10:30 11:30 21:30 22:00

【30分】

【30分】


